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■第 9 回佐賀市自治基本条例検討会議  ワークショップ 「 『行政運営』、『政策形成』、『連携協力』について 」 各班からの意見一覧 

 

※今回は、主に「行政運営」について議論する班、 

主に「政策形成」について議論する班に分かれて 

検討を行いました。 

凡例  条例に起こす必要が・・・ 

○：ある △：あったらいい ×：なし 

 

 

条 項 可 否 理由（配慮すべき項目） 

Ａ 

総合計画

の位置 づ

け 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

計画の体

系化 

 

 

× 

 

 

 

 

Ｅ 

条例等 の

体系化 

 

 

△ 

 

 

 

 

Ｆ 

条例の位

置づけ 

 

 

○ 

 

 

 

 

Ｏ 

国 、 県 、

他自治体

との連携 

 

○ 

 

 

 

 

Ｐ 

国際交流 

 

 

 

○ 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

  

 

 

1 班 

基本構想の「基」となる

為 

市民が自分たちで考え

る「基」になるから 

面倒だが必要 

当たり前のこと （わざわざ）明文化しな

くて良い 

個別計画に（マスタープ

ラン、みどりの基本計画

など）各部で動きやすく 

なくても良い (ニセコはどんどん変わ

っている…)書けば丁寧、

でも柔軟性が無くなる 

基本的規範？ 

最高規範？ 

最大限尊重？ 

←言葉に注意 

・どの表現にするか、見

当が必要 

佐賀だけでは動けない

事も多々ある 

(災害等)危険管理の面

でも 

島国日本 

明文化しておかないと 

これからの日本のため

に必要(資源がない、諸

問題の解決等) 

上海便もある 「発信」 

総合計画における【個別

計画】、基本構想等を誰

が、どうやって作ってい

るのか？ 

←もっと地域に近い人、

近い所で関わるべき 

役所だとどうしても責

任の所在が見えなくな

る（異動とか） 

（配慮すべき項目は青で表現） 

 

 

条 項 可 否 理由（配慮すべき項目） 

Ａ 

総合計 画

の位 置づ

け 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

計 画の体

系化 

 

 

× 

 

 

 

 

Ｅ 

条 例等の

体系化 

 

 

× 

 

 

 

 

Ｆ 

条 例の位

置づけ 

 

 

○ 

 

 

 

 

Ｏ 

国 、 県 、

他自治 体

との連携 

 

○ 

 

 

 

 

Ｐ 

国際交流 

 

 

 

△ 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

  

 

 

２班 

総合計画がなければ基

本的な指針がわからな

いのでは？ 

総合計画の位置づけを

きちんとしておけば必

要ない 

F の中に含まれる 

作るだけではなく、きち

んと守るように 

条例の位置づけ(F)は最

大限の尊重が必要 

共通の課題などがある

ので連携は必要 

表現の仕方 国際交流は必要だが基

本条例としてうたうか

どうか？ 

国際交流の定義の範囲

が必要 

「最大限」という言葉を

使うかどうか？ 

E と F を合体してはど

うか？ 

わかりやすくする 

できるだけシンプルに 

（配慮すべき項目は青で表現） 
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条 項 可 否 理由（配慮すべき項目） 

Ａ 

総 合計画

の位 置 づ

け 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

計 画の体

系化 

 

 

△ 

or 

× 

 

 

 

 

Ｅ 

条 例等 の

体系化 

 

 

△ 

or 

× 

 

 

 

 

Ｆ 

条 例の位

置づけ 

 

 

○ 

 

 

 

 

Ｏ 

国 、 県 、

他 自治体

との連携 

 

○ 

 

 

 

 

Ｐ 

国際交流 

 

 

 

△ 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４班 

絶対必要 行政運営のかなめ 

体 系 化 が 難 し い の で

は？ 

絶対必要 最高規範性 

絶対必要 関係機関との連携無し

では進められない 

あれば良い 位置づけることで、他の

条項との関わりが気に

なる 

諸課題の解決に配慮す

る 

最大限に尊重 理解しやすいように 

or 

相互にコミュニティー

化 

別の項目に含みも持た

せて 

計画実現の早期化 

表現として

は、どちら

（配慮すべき項目は青で表現） 

 

 

条 項 可 否 理由（配慮すべき項目） 

Ｃ 

財政制度

の整備 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｄ 

政策評価 

( 行 政 評

価) 

○ 

 

 

 

 

 

Ｇ 

行政組織

の編成 

 

△ 

 

 

 

 

 

Ｈ 

職 員 ・ 人

事政策 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｉ 

行政手続 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

Ｊ 

公益通報

制度 

 

× 

 

 

 

 

 

Ｋ 

危機管理 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｌ 

まちづくり

活動 の支

援 

○ 

 

 

 

 

 

Ｍ 

出資団体

の適正 管

理 

× 

 

 

 

 

 

Ｎ 

政策法務 

 

 

× 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

３班 

市の財源、運営内容を理

解しないと参加できな

い 

財政がどうなっている

か分からないと市民と

して意見が言えない 

健全な行財政運営に努

める 

佐賀市の施策はきちん

とできているから、きち

んと評価すべき 

目標に対し成果を明ら

かにする為、評価は必要 

組織編成後、市民にきち

んと示すためにも必要

だと思う 

人材育成、ボランティア

活動の推進は必要 

人事異動の度に専門職

がいなくなるなら必要 

行政手続きを行うこと

は当然なことだから、条

例に書かなくても良い 

こういうことはおこら

ないのが当然では 

財政を公表する 

行政が動きやすいよう

にするのは当然。条例で

謳わなくても良い。 

○と×の意見が出たた

め結果として△ 

市職員は誠実に職務を

執行しなければいけな

い 

職員だけでなく職場環

境を追記 

市民の安全を確保しな

ければいけない 

チカラット等をやって

いくためには必要 

今後街づくりを進めて

いくには当然必要 

自立性を尊重し、必要に

応じて支援する 

自治法で決まっている

為、条例には書かなくて

良い 

法律、規制に則っていな

ければならないから、い

らない 

明確なものはないが、い

らないと思う 

（配慮すべき項目は青で表現） 
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条 項 可 否 理由（配慮すべき項目） 

Ｃ 

財政制度

の整備 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｄ 

政策評価 

( 行 政 評

価) 

○ 

 

 

 

 

 

Ｇ 

行政組織

の編成 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｈ 

職 員 ・ 人

事政策 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｉ 

行政手続 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｊ 

公益通報

制度 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｋ 

危機管理 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｌ 

まちづくり

活動 の支

援 

○ 

 

 

 

 

 

Ｍ 

出資団体

の 適正管

理 

△ 

 

 

 

 

 

Ｎ 

政策法務 

 

 

△ 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

５班 

基本条例の根本 

分かりやすい組織の編

成 

適材適所 

公正な評価 

通報者の保護 

正確な情報伝達 

相互の情報共有 

透明性の向上 

前文、目的を汲む 

今は思いつかないが、佐

賀らしいユニークなも

のを組み入れたい 

入れる 

（配慮すべき項目は青で表現） 

 

 

条 項 可 否 理由（配慮すべき項目） 

Ｃ 

財政制度

の整備 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｄ 

政策評価 

( 行 政 評

価) 

○ 

 

 

 

 

 

Ｇ 

行政組織

の編成 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｈ 

職 員 ・ 人

事政策 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｉ 

行政手続 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｊ 

公益通報

制度 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｋ 

危機管理 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

Ｌ 

まちづくり

活動の 支

援 

○ 

 

 

 

 

 

Ｍ 

出資団体

の適 正管

理 

△ 

 

 

 

 

 

Ｎ 

政策法務 

 

 

× 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

○ 

 

 

 

 

 

 

 

６班 

C、D、G は A、B と連

動しているから当然と

理解 

適正に管理すると共に

効果的に活用 

計画づくり、実施(協働)

評価の３段階で積極的

な市民参加を求める 

一方的な意見に対して

制御するのも市民の責

務 

不断の見通しと結果の

公表 

職員の能力、質の向上 

人事評価 

必要な事項は条件で定

めて適正に行う 

通報者が不利益を受け

ないよう適切な措置を

講じる 

今の時代、災害時の対

策、準備は必須 

共働のまちづくり 

↑ 

支援（現在） 

熊本市の条例は良い表

現 

まちづくりの専門スタッフと

して市 民相互の 連携を図 る

（市職員の参加が欲しい） 

財務のカテゴリーに含

める 

「こどものまなざし条例」など条例

を作ることには賛成だが、基本条例

には入れなくても良いのでは 

各手続により本所を廻って修

正されることが無いように各

支所のレベルアップを図る 

各町により、災害時の対

策、避難訓練の強化 

国際交流 

他自治体との交流 

（災害時連携必要） 

（配慮すべき項目は青で表現） 


